
 

   鹿嶋市議会政治倫理条例 

 

 地方議会の改革が進行する中で，鹿嶋市議会は，市民から信頼される先進議会を目

指し，鹿嶋市議会基本条例に基づき，そのあり方を議論検討してきた。 

 今日，議会は，改革と市民の市政参画の流れに対応し，市民からの一層の信頼を得

るためには，議員と市民が選挙を通じて成立した負託関係を，日常的に履行する仕組

みが求められている。 

 政治倫理の確立は，高い道徳心に裏打ちされた議員と市民との強い絆の象徴であり，

改革の根幹でもある。すなわち，議員は，市民の代表であるという自覚と良識を持ち，

政治倫理を高め，活動し，誇りを持って市政を担い，説明責任を果たして行かなけれ

ばならない。 

 よって，ここに鹿嶋市議会は，この条例を制定する。 

 （目的） 

第１条 この条例は，鹿嶋市議会議員（以下「議員」という。）の政治倫理に関する基

本的な行動規範を定めることにより，議員の政治倫理の意識の向上及び確立に努め，

もって公正で開かれた民主的な市政の発展に寄与することを目的とする。 

 （議員の責務） 

第２条 議員は，市民の代表として市政に携わる権能と責務を深く自覚し，自己研さ

んを積み，その資質を高めるとともに，市民に対し，常に政治倫理に関する高潔性

を示すことができるよう努めなければならない。 

 （政治倫理基準） 

第３条 議員は，公職にある者に対し適用される法律のほか，次に掲げる政治倫理基

準を遵守するよう努めなければならない。 

 （１）その権限，地位を利用して，職務の公正を疑われるような金品の授受をして

はならない。また，利欲の追求もしてはならない。 

 （２）市職員の公正な職務執行を妨げ，その権限又は地位を利用し，不当な働きか

けをしてはならない。 

 （３）市税等の納税義務を果たすとともに，公共料金の納付，支払いを遵守しなけ

ればならない。 

 （４）市民の代表者として品位と名誉を損なうような一切の行為を慎み，議員とし

ての職務について，疑惑を持たれるおそれのある行為をしてはならない。 

 （５）ハラスメント，その他人権侵害のおそれのある行為をしてはならない。 

 （６）市又は市が資本金その他これに準ずるものを出資し，若しくは市と密接な関

係があると認められる法人（以下「市等」という。）が行う許認可等の処分や，

公共工事などの契約に関し，議員は，特定の個人，企業又は団体が有利又は不

利になるような働きかけをしてはならない。 

 （７）市職員の採用，昇任又は人事異動について，特定の職員が有利又は不利にな

るような取扱いの要求をしてはならない。 



 

 （８）政治活動に関して，政治的又は道義的批判を受けるおそれのある寄附をして

はならない，又は受けてはならない。また，議員の後援団体についても同様の

取扱いの措置をしなければならない。 

２ 議員は，前項に規定する政治倫理基準に違反する事実があるとの疑惑を持たれた

ときは，自ら潔い態度をもって疑惑の解明に当たるよう努めなければならない。 

 （市との契約に対する遵守事項） 

第４条 議員は，自らが実質的経営に関与している企業又は直接の利害関係にある企

業と市等の間で締結する請負契約及び指定管理者の指定等に関し，地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第９２条の２の規定の趣旨を尊重し，市民に疑念を生じさ

せないよう努めなければならない。 

 （就業等の報告と公開義務） 

第５条 議員は，議員となったときに，議員本人が市との業務取引のある個人事業を

営む場合又は市からの業務請負がある法人やその他の団体（以下「法人等」という。）

の取締役，理事，監査役，監事，顧問若しくはこれらに準ずる職（以下「取締役等」

という。）に就いている場合は，議員の任期開始の日から６０日以内に，議長にそ

の旨を報告しなければならない。議長は，報告内容を精査し，是正が必要な場合は

是正を勧告し，是正がされたのち，報告内容を公開するものとする。なお，事業を

休止したとき若しくは新たに事業を開始したとき又は取締役等を辞したとき若し

くは取締役等に就任したときも同様とする。 

２ 前項の規定の適用に当たっては，議員が取締役等に就いていない場合でも，次の

各号のいずれかに該当するときは，当該議員は当該法人等の取締役等に就いている

ものとみなす。 

 （１）議員が法人等に資本金その他これに準ずるものの２分の１以上を出資してい

るとき。 

 （２）議員が法人等から年額３００万円以上の報酬，顧問料その他これらに準ずる

ものを受けているとき。 

 （市民の審査請求権） 

第６条 市民（地方自治法第１８条に規定する本市に選挙権を有する者をいう。ただ

し，議員は除く。）は，議員に次の各号のいずれかに違反する疑いがあるときは，

議長に審査を請求することができる。 

 （１）第３条に規定する政治倫理基準（以下「政治倫理基準」という。） 

 （２）第４条に規定する市との契約に対する遵守事項（以下「市との契約に対する

遵守事項」という。） 

２ 前項の規定による審査の請求をしようとする者は，議員の選挙権を有する市民の

１００分の１以上の連署と，議員を疑うに足る証拠資料を添付した審査請求書を議

長に提出しなければならない。 

３ 第１項の選挙権を有する者とは，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２

２条の規定による選挙人名簿の登録が行われた直近の選挙において，選挙人名簿に



 

登録された者とする。 

４ 審査請求は，政治倫理基準及び市との契約に対する遵守事項の違反があった日か

ら１年を経過したときは，行うことができない。ただし，正当な理由があると議長

が認めたときはこの限りではない。 

 （審査会の設置） 

第７条 議長は，審査請求を受けたときは，速やかに鹿嶋市議会政治倫理審査会（以

下「審査会」という。）を設置し，当該審査請求に係る事項の審査を求めなければ

ならない。ただし，政治倫理基準及び市との契約に対する遵守事項に違反していな

いことが明らかな場合並びに審査請求の内容に明らかな不備がある場合は，この限

りではない。 

２ 審査会は，法律又は会計等当該審査に関する専門的知識を有する者４名をもって

組織し，委員は議長が委嘱する。 

３ 審査会に，委員の互選により委員長及び副委員長を置く。 

４ 審査会は，委員長が招集し，委員の過半数の出席がなければ会議を開くことがで

きない。 

５ 審査会の委員の任期は，議長が委員を委嘱した日から審査の結果を議長に報告し

た日までとする。また，審査会の委員の再任は妨げない。 

 （審査会の審査等） 

第８条 審査会は，前条第１項の規定により議長から審査を求められたときは，次の

各号に掲げる事項について審査するものとする。 

 （１）審査請求の適否 

 （２）政治倫理基準及び市との契約に対する遵守事項（以下「政治倫理基準等」と

いう。）の違反の存否 

 （３）鹿嶋市議会において講ずべき措置があるときは，その講ずべき措置 

２ 審査会は，前項の審査を行うため，審査対象議員その他必要と認める者に対し，

事情聴取などの調査を行うことができる。 

３ 審査会は，審査対象議員に弁明の機会を与えなければならない。 

４ 審査会の委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退い

た後も同様とする。 

５ 審査会は，公開とする。ただし，委員の３分の２以上の同意で非公開にすること

ができる。 

６ 審査会の委員は，審査に当たり，公平かつ適切に職務を遂行するとともに，その

職務を政治的目的のために利用してはならない。 

７ 審査会は，審査の結果（以下「審査結果」という。）を議長に報告しなければなら

ない。 

 （議員の協力義務） 

第９条 審査対象議員は，審査会の要求があるときは，審査に必要な資料を提供し，

又は会議に出席して意見を述べなければならない。 



 

２ 議長は，審査対象議員が求めに応じなかった場合，その旨を速やかに公表しなけ

ればならない。 

 （審査結果の措置） 

第１０条 議長は，第８条第７項の規定により審査結果の報告を受けたときは，速や

かに当該審査結果を請求者及び審査対象議員に通知しなければならない。 

２ 議長は，審査会が審査対象議員の名誉を回復することが必要であると認めるとき

は，必要な措置を講じなければならない。 

３ 議長は，審査会からの報告を尊重し，政治倫理基準等に違反したと認められる議

員に対して，議会の名誉と品位を守り市民の信頼の回復をするため，議会に諮り次

に掲げる措置を講じなければならない。 

 （１）議会だより及び議会ホームページ等を活用し，審査請求の内容，審査経過及

び審査結果の公表 

 （２）第８条第１項第３号に規定している講ずべき措置があるときは，その措置 

 （３）その他議長が必要と認める措置 

 （条例の見直し） 

第１１条 議会は，社会的倫理観の変化等により，この条例の改正の必要が生じたと

きは，速やかに改正の手続きを講ずるものとする。 

 （委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか，この条例の施行に関し必要な事項は，議長

が別に定める。 

 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，平成３０年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ 政治倫理基準等の規定は，議員の職に就いた日から６０日以降に行われた議員の

行為について適用する。 

 


